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第１章 総則 

１．事業目的 

伯耆町のＣＡＴＶ施設は平成 9年からＨＦＣ方式によるサービスを開始し、伯耆町民

へ放送及び通信サービスを提供しているが、設備の老朽化による機器の故障や同軸ケー

ブルの価格上昇により、復旧に係る費用が年々増加してきている。令和元年度伯耆町ケ

ーブルテレビネットワーク光化促進事業整備工事（幹線）（以下「本工事」という）で

はＦＴＴＨ方式へ移行するために必要となる設備を更新することで上記デメリットを解

消し、今後も安定したサービスの提供を行うことを目的とする。 

２．適用範囲 

本仕様書は伯耆町が発注する「令和元年度伯耆町ケーブルテレビネットワーク光化促

進事業整備工事（幹線）」に適用する。 

３．事業概要 

本事業は、平成３０年度と令和元年度の２ヵ年に渡り行う予定にしている。本工事で

は放送設備及び通信設備の更新、光ファイバーケーブルの敷設、機器監視の設定を行う。

各工事の概要は下記のとおりとし、詳細は第２章、第３章及び入札図書の設計書、図面

による。 

（１）通信設備の新設 

溝口サブセンターにＧＥ－ＰＯＮセンター装置を設置する。 

ＧＥ-ＰＯＮセンター装置は中海テレビ放送が行うプライマリ電話サービスに対応

していることとする。局内の光分配数は２分配とし、必要に応じて光アッテネータを

使用する。 

（２）放送設備の新設 

溝口サブセンターにマルチポート光増幅器を設置し各世帯まで伝送を行う。 

局内の光分配数は２分配とし、必要に応じて光アッテネータを使用する。 

（３）光ファイバーケーブルの敷設 

基本的に伯耆町内の既設ＨＦＣ設備に一束化する形で光ファイバーケーブルを敷

設する。本工事では幹線工事までとし、別工事において引込工事を行うこととする。

なお、行政ネットワークの各出先機関への引込も含むものとする。また、光ファイバ

ーケーブルの敷設ルートについては既設ルートが保守上厳しく、ルート変更を行って

いる箇所があるため、現場確認を十分行い工事にあたることとする。 
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（４）機器監視の設定 

本工事で更新するＦＴＴＨ用の機器状態を遠隔で監視するため、機器監視サーバを

平成３０年度に設置した。本工事において機器監視ができるように監視ソフトのイン

ストール等を行い、機器状態を確認できるように設定を行う。 

４．発注者 

   伯耆町長  森安 保 

５．工期  

本工事の工期は契約日より令和２年３月３１日までとする。ただし、引渡しの詳細ス

ケジュールについては、伯耆町監督員及び伯耆町の指定する施工監理者の指示に従うこ

と。 

６．施工場所 

本工事の施工場所は下記のとおりとする。 

鳥取県西伯郡伯耆町宇代８９１番地  溝口サブセンター（鬼の館） 

鳥取県西伯郡伯耆町地内       ＦＴＴＨ伝送路（旧溝口町の一部） 

７．工事に関する条件等 

（１）保証期間 

① システムの稼働及び運用については、伯耆町監督員の要求に応じて引き渡し後１

年間無償で協力援助を行うこと。 

② 本工事は国の交付金により構築するため、工事完了後の実績報告書の作成につい

て、伯耆町に協力支援すること。また、国の会計検査が行われる場合は、伯耆町

に協力支援すること。 

③ 総務省放送法及び電気通信事業法関連の許認可について、申請書または届出書作

成のため伯耆町に協力支援すること。 

④ 上記以外の内容については、伯耆町と協議した上で決定すること。 

（２）関係法令等 

① 受注者は本工事の実施にあたり、契約書・仕様書・諸法令・条例・規則・関係通知

等に準拠して工事を遂行すること。 

② 本仕様書に記載のない事項は、下記の法令・規格に記載する適用規格及び標準仕様

等の定めによるものとする。 

ｱ）有線電気通信法及び同法関係規則 

ｲ）放送法及び同法関係規則 



4 

ｳ）電気通信事業法及び同法関係規則 

ｴ）建築基準法及び同法関係規則 

ｵ）消防法 

ｶ）電気設備基準 

ｷ）日本電気協会 電気技術規定 

ｸ）日本工業規格(JIS) 

ｹ）日本標準規格(JES) 

ｺ）電気規格調査会規格(JEC) 

ｻ）電子情報技術産業協会規格(JEITA) 

ｼ）電気設備工事共通仕様書(国土交通省制定) 

ｽ）電気通信設備工事共通仕様書(国土交通省制定) 

ｾ）土木工事共通仕様書(国土交通省制定) 

ｿ）光ファイバーケーブル施工要領・同解説(国土交通省制定) 

ﾀ）排出ガス対策型建設機械指定要領(国土交通省制定) 

ﾁ）米国電子工業会(EIA) 

ﾂ）米国電気通信工業会(TIA) 

ﾃ）米国電気電子学会(IEEE) 

ﾄ）米国国家規格協会(ANSI) 

ﾅ）個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法） 

ﾆ）リサイクル法 

ﾇ）伯耆町個人情報保護条例 

ﾈ）その他公知の国内関係法令・基準・規格等 

（３）著作権に関する事項 

本工事の実施にあたり、著作権が発生する場合、著作権は引渡し後、伯耆町に帰属す

る。 

（４）特許権に関する事項 

今回導入する設備に特許権を有する設備がある場合は、受注者はその特許権を所有す

るメーカー等と合議して完全なシステムにすること。 

（５）資料の貸与 

本工事の遂行上、調査すべき事項は受注者が行うものとするが、伯耆町が所有し、工

事に利用できる資料は、伯耆町から受注者に貸与する。この場合、受注者は借用リスト

を伯耆町に提出し、工事完了後、速やかに返却すること。なお、貸与資料は伯耆町監督

員の許可を得た上で複写を行えることとし、目的外での使用は不可とする。 
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（６）秘密保持と中立性の義務 

入札参加者及び受注者は、本工事の遂行によって知り得た秘密を第三者に漏らしては

ならない。 

特に個人情報の取扱いについては、個人情報保護法及び伯耆町個人情報保護条例に基

づき、厳重に対応すること。 

（７）打合せ及び議事録 

受注者は工事の着手に先立ち、伯耆町と十分な打合せを行うこと。工事中においても

緊密な連絡を取り、積極的に目的達成に努めること。打合せ及び協議を実施した際、受

注者はその議事録を作成し、伯耆町に提出すること。 

質疑・確認・変更事項等については、その都度、協議書もしくは指示書を作成し、伯

耆町監督員及び伯耆町の指定する施工監理者と３者協議の上解決すること。 

伯耆町が受注者に対して指示書を提出した場合、受注者はその内容を確認し、適当と

認められる場合はその指示に従うこと。 

（８）成果品の納品及び検査 

受注者は工事完了後に成果品を納品し、伯耆町の指定する施工監理者の検査を受けた

後、伯耆町の検査を受けなければならない。その結果、訂正を指示されたものについて

は速やかに訂正を行い、それを納品すること。 

（９）引渡し 

本工事は受注者が定められた項目の工事の全てを完了し、定められた届出書を提出し

たことをもって工事の完了とする。引渡しは伯耆町の検査により、工事の完了が認めら

れた後に文書の提出とともに行うこととする。受注者は引渡しが完了するまで各機器の

性能保持及び安全対策等に必要な処置を講じ、責任をもって管理すること。 

（１０）運用教育・研修支援 

① 受注者は全ての新設機器に関するマニュアル類を備えること。 

② 受注者は新規納入機器について、運用担当者向けのマニュアルを提供すること。

また、ＰＣで参照できるデータも同時に提供すること。 

③ 受注者は運用担当者に対して、システム管理者向けのトレーニングを実施するこ

と。 

④ 受注者は機器設置時に各施設の担当者に対し、マニュアル及び説明資料等を作成

し、十分に取扱い説明を行うこと。 
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（１１）その他 

本仕様書の記載事項に疑義が生じた場合、または本仕様書に記載のない事項について

は伯耆町監督員及び伯耆町の指定する施工監理者と協議の上、決定することとする。 

８．提出書類 

受注者は、伯耆町が定める本工事に必要な書類を提出すること。なお、承諾された事

項を変更しようとする場合は、その都度、伯耆町監督員及び伯耆町の指定する施工監理

者の承諾を受けること。記載方法や提出部数は伯耆町から指示する。 

また、完成図書については、電子データも併せて提出すること。 

（１）契約時 

① 施工体制表 

② 現場代理人届および同経歴書 

③ 建設業法で定める監理技術者届および同経歴書 

④ 電気通信主任技術者(伝送交換及び線路)届および同経歴書 

⑤ ＣＡＴＶ総合監理技術者（もしくは第１級ＣＡＴＶ技術者相当以上の資格）届及

び同経歴書 

⑥ 実施工程表 

⑦ 施工計画書 

⑧ 使用機材承認願(仕様書添付) 

⑨ 工事着手届 

⑩ 見積内訳書 

⑪ その他 伯耆町監督員及び伯耆町の指定する施工監理者から指示があったもの 

（２）施工時 

① 月間工程表(適宜) 

② 工事日報 

③ 変更届(各種届出事項に変更が生じた場合) 

④ 機材変更届(仕様書添付) 

⑤ その他 伯耆町監督員及び伯耆町の指定する施工監理者から指示があったもの 

（３）完了時 

① 工事完了届 

② 完成図書 

ｱ）竣工図(施設別 施工完成図面) 

ｲ）導入設備機器一覧 

ｳ）機器承認図  
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ｴ）機器取扱説明書 

③ 請求書 

④ 施工検査願 

⑤ 実施工程表 

⑥ 工事写真一式(施工前、施工中、納入機材及び使用材料、隠蔽箇所、施工後) 

⑦ 試験仕様書 

⑧ 試験成績書 

⑨ 機器検査成績書(工場試験成績書で可) 

⑩ 機器設定内容書 

⑪ 機器保証書 

⑫ 産業廃棄物管理票（マニフェスト票） 

⑬ 再生資源利用（促進）実施書 

⑭ その他 伯耆町監督員及び伯耆町の指定する施工監理者から指示があったもの 

第２章 工事仕様 

本章では、本工事に関する基本的事項について規定する。関連する技術情報は、伯耆

町監督員及び伯耆町の指定する施工監理者の指示に従い、提供すること。 

１．共通仕様 

（１）本工事の施工にあたり受注者は、伯耆町及び伯耆町の指定する施工監理者の指示

を受け、本仕様書ならびに契約書に明示された機能、性能及びその他の条件を十

分に満足させること。 

（２）受注者は契約後、速やかに使用機材承認願（仕様書を添付）を提出し、伯耆町及

び伯耆町の指定する施工監理者の承認を受けて機材の発注を行うこと。 

（３）本工事は契約金額の範囲内で完成させるものとする。契約後において、詳細設計

見直しの結果、機材及び工事費等に増減が生じ、契約金額の変更が必要な場合は、

伯耆町と協議の上、決定すること。 

（４）受注者は受注後速やかに以下の体制を確立し実施すること。 

ｱ）建設業法で定める専任の監理技術者の配置 

ｲ）現場代理人の配置 

（５）受注者は、納入工程及び機器等の設置・調整等について、伯耆町及び伯耆町の指

定する施工監理者と十分に調整を図ること。 

（６）受注者は、本仕様書に明記されていない事項で必要と認められる作業は、伯耆町

及び伯耆町の指定する施工監理者に報告し、協議の上、受注者の責任において実

施すること。 

（７）受注者は設計図書及び施工指示に明らかな間違いがあると見受けられた場合、伯

耆町及び伯耆町の指定する施工監理者に報告及び協議書の発行を行い、承認を得
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た上、関係法令等で定められた基準に基づき、適切な工事を施すこと。なお、伯

耆町からの要望で変更しない限り、契約範囲内で対応するよう努めること。ただ

し、伯耆町が大きな変更と判断した場合はこの限りではない。 

（８）納入については、伯耆町の日常業務に支障のないよう配慮し、計画的に行うこと。 

（９）新規に納入する機材について、異なるメーカーの製品を組み合わせて使用する場

合でも、受注者が責任を持ってシステムを構築し、一つのシステムとして正常に

動作させること。 

（１０）受注者は施工にあたり、関係する他の業者と協力して本工事を完成させること。 

（１１）受注者は、本仕様書及び設計書に明記されていなくても、システムを完成させ

るために必要なケーブル・設置機器等を用意すること。また、必要とされる経費

は全て入札金額に含めた形で入札を行うこと。 

（１２）機器の搬入・設置・調整及びこれらに付随する工事は、装置及び機器の接続な

らびに電源供給に必要なケーブルを含み、全て受注者の負担とする。また、接続

ケーブルは名札等を取付けることにより目視確認が可能であること。 

（１３）工事期間中の運用・管理及び保守のサポート体制図を提出すること。 

（１４）安定稼動までの間、サポート等を迅速に行うこと。 

（１５）引渡しまでに生じた変更等には誠意をもって対応すること。 

（１６）安全パトロールを定期的に実施すること。 

（１７）下請業者の雇用にあたっては、二次下請等も含む全ての下請人の状況について、

定められた様式(下請負人名簿)により届け出ること。 

（１８）一括下請負は禁止とする。また、不必要な二次下請等はしないこと。 

（１９）下請契約の締結に関しては、建設工事標準下請契約約款またはこの約款に準じ

た内容を持つ契約書により行うこと。 

（２０） 排出ガス対策型建設機械指定要領に基づいた建設機械を使用すること。 

（２１）導入については各施設の日常工事に支障のないよう配慮し計画的に行うこと。 

（２２）産業廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び鳥取県のマニフェス

トシステム実施要領に従って処分すること。また、産業廃棄物管理票（マニフェ

スト票）を完成図書として提出すること。 

（２３）再生資源利用に伴う処理については、「資源の利用の促進に関する法律（リサ

イクル法）」に基づく再生資源利用促進（実施書）を工事終了時に提出すること。 

（２４）納入する機器はＩＲＵ事業者である中海テレビ放送から監視及び連携が可能で

あることとする。機器の設定等の詳細は中海テレビ放送と協議を行うこととする。 

（２５）使用する機器及び材料について、伯耆町監督員及び伯耆町の指定する施工監理

者からの要求があった場合は、製造工場等の立会い検査を実施し、合格した後に

納入すること。 

（２６）納入する機器及び材料は、原則として本工事のために開発されたものでないこ
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と。また、将来的に更新が行われることを想定し、納入する機器は竣工から５年

以内に製造中止しない、または互換性のある後継機が開発及び製作されること。 

（２７）本仕様書の一部又は全ての機材について、他社製品を組み合わせて使用する場

合、受注者が責任をもってシステムの構築を行うこと。 

（２８）本工事で導入する機器は、伯耆町監督員及び伯耆町の指定する施工監理者の指

示に従って、納入時の設定内容等の詳細情報を一覧にし、提出すること。 

（２９）機器及び材料は原則として入札時点で製品化されていること。入札時点で製品

化されていない機器及び材料によって応札する場合には、技術的要件を満たすこ

との証明及び納入時期までに製品化され納入できることを保証する資料及び誓約

書等が記載された資料を提出すること。落札後、当該機器に改修点や追加部材が

必要となっても原則として契約金額の変更は行わない。 

（３０）契約後、機器及び材料の製造中止等により契約時の機器の導入が困難となった

場合は、入札価格の範囲内で最新機種に機器を変更すること。また、機器の変更

については、伯耆町監督員および伯耆町の指定する施工監理者と協議すること。 

（３１）納入時期までに更新が予想される機器については、その予定時期が記載された

資料を提出すること。 

（３２）受注者は機器搬入前に出荷前検査を十分に行うこととし、検収前に使用する機

器に問題が生じた場合は、受注者の責任において問題を解決すること。 

（３３）機器の接続・設置に関しては、メンテナンスの行い易い配線・設置を行うこと。

また、煩雑にならないように整理整頓されていること。 

（３４）設置する機器については機器の接続及び機能の拡張が容易に行えること。 

（３５）機器設置後、各機器の試験要領に基づき、正常性を確認すること。 

（３６）受注者は工事の一部を下請業者に行わせようとするときは、あらかじめ伯耆町

監督員及び伯耆町の指定する施工監理者の承認を得るものとする。伯耆町監督員

及び伯耆町の指定する施工監理者は、工事施工上、著しく不適当と認められる下

請業者があるときは受注者に対し、その変更を求めることができる。 

（３７）フリーアクセスフロアや壁等に加工を施した場合は周辺環境との調和を十分考

慮して修復し、現状復帰すること。 

（３８）事前に施工場所の下見を行った上で工事着手を行うこと。電柱ルートやＪＲ横

断、橋梁添架等は図面や申請書類を確認した上で施工を行うこととし、図面に記

載されている施工方法が景観上や地権者との折衝で不適当と判断した場合は伯耆

町監督員及び伯耆町の指定する施工監理者と協議した上で図面の修正を行い、修

正した図面を基に施工を行うこと。 

（３９）工事着手にあたり、関係機関、地元住民、隣接工事等への連絡を密にし、事故、

トラブル等が発生しないよう努めること。特に光ファイバーケーブルを敷設する

際は民地上空をケーブル敷設することが考えられるため、事前に工事を行う旨を
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地元住民や自治会に周知した上で施工を行うこと。周知方法については伯耆町と

協議した上で決定すること。 

（４０）伯耆町監督員及び伯耆町の指定する施工監理者との協議や工程会議、関係機関

との打合せを行った場合は受注者が速やかに議事録を作成し、伯耆町監督員及び

伯耆町の指定する施工監理者の承認を得ること。 

（４１）受注者は本工事における調整及びスケジュール管理を確実に行うとともに、シ

ステムの接続及び調整・システム全体の動作確認、総合試験及び試験運用を行う

こと。実施した検査内容については試験仕様書、試験成績書を作成し、伯耆町へ

提出すること。試験仕様書には検査場所、対象機器、接続機器、検査方法、手順

書を明記すること。 

（４２）施工を完了したときは、その施工が設計図書に定められた条件に適合すること

を確認すること。また、確認した事項は適宜、伯耆町監督員及び伯耆町の指定す

る施工監理者に文書により報告すること。報告された場合は、伯耆町監督員及び

伯耆町の指定する施工監理者の検査を受けること。但し、伯耆町監督員及び伯耆

町の指定する施工監理者が検査不要と判断したものについてはこの限りではない。 

（４３）伯耆町監督員及び伯耆町の指定する施工監理者が特に指示する場合は、伯耆町

監督員及び伯耆町の指定する施工監理者の立会いを受けること。 

（４４）設計図書に定められた条件に適合することが証明できない場合は、試験を行う

こと。試験が完了したときは、その試験結果を速やかに伯耆町監督員及び伯耆町

の指定する施工監理者に提出すること。 

（４５）上記以外の内容については、伯耆町と協議した上で決定すること。 

２．特記仕様 

各工事に関する特記仕様は以下のとおりとする。 

工事にあたって受注者は事前に工事手順書を作成し、伯耆町監督員及び伯耆町の指定

する施工監理者の承認を得ること。尚、個々の設備仕様については第 3章を参照のこと。 

（１） 通信設備の新設 

① 溝口サブセンターに設置される通信機器は平成３０年度に整備した機器の基本

構成と同様とする。 

② ＧＥ-ＰＯＮのＰＩＦユニット（回線カード）は１枚２ＰＯＮとし、省スペース

化を行うこととする。 

③ ＧＥ-ＰＯＮから先は２分配カプラを設置し、光成端架に接続する。 

④ ＧＥ－ＰＯＮは中海テレビ放送が使用している標準的なＤ－ＯＮＵ（ＨＧＷ）

に将来にわたり対応できること。 

⑤ ＧＥ－ＰＯＮ 設備の設定(サービス、セキュリティ等)は、既に伯耆町内で先行

して ＦＴＴＨサービス提供している中海テレビ放送の機器と同等設定を行う。 
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⑥ ＧＥ－ＰＯＮ及び集合型ＭＣ、Ｌ２ＳＷ設備の監視については、前年度工事で

ある「平成３０年度伯耆町ケーブルテレビ通信センター設備整備工事」の請負

工事会社と調整し、ＩＲＵ事業者である中海テレビ放送の河崎ＨＥにある既設

の管理装置からの監視及び連携が可能なものとすること。 

⑦ 将来的に 10G のサービスが可能な OLT の導入も可とするが、その場合は将来的

に JLabs SPEC-027 に対応可能なものとする。 

⑧ Ｎ+１のシステム構成など可能な限り可用性が高いシステム構成とする。なお、

サービスに影響がある障害が発生した場合に 2 時間以内に復旧できるように予

備機やソフトウェア的な冗長手段、バックアップをとること。 

⑨ 全ての機器電源（１００Ｖ）を冗長にすること。 

（２） 放送設備の新設 

① 溝口サブセンターに設置される放送機器は平成３０年度に整備した機器の基本

構成と同様とする。 

② 光切替器からカプラ分けを行い、マルチポート光増幅器に接続する。マルチポ

ート光増幅器はラックへの集約性や故障時の被害範囲を鑑み８ポートとする。 

③ マルチポート光増幅器から先は２分配カプラを設置し、光成端架に接続する。

所外系カプラの出力レベルに応じ、光アッテネータの取付を行う。 

（３） 光ファイバーケーブルの敷設 

① 基本的に伯耆町内の既設ＨＦＣ設備に一束化する形で光ファイバーケーブルを

敷設する。本工事の施工エリアは旧溝口町の一部とし、詳細は入札仕様書図面

を参考とすること。 

② 既にメッセンジャーワイヤーが敷設されてあり、スパイラルハンガーが設置し

ている箇所は流用し、ラッシングロッド敷設箇所についてはスパイラルハンガ

ーに変更する。 

③ 既設ＳＳケーブルが敷設されている箇所はメッセンジャーワイヤーを新設し、

光ファイバーケーブルを敷設すること。一束化についてはスパイラルハンガー

を使用することとする。その際、既設ＳＳケーブル及び引込線の移架も行うこ

と。 

④ 本工事エリア内の添谷地区（線路図番 1221、1254、1255、1290）については既

設ルートが保守上厳しいため、ルート変更を行っている。変更したルートにつ

いて現地確認を行った上で施工すること。 

（４） 機器監視の設定 

① 平成３０年度で設置したＵＰＳ４台をＳＮＭＰ監視するため、中海テレビ放送
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の監視システムへ接続設定する。また、平成３０年度で導入済みの機器監視サ

ーバにコアスイッチ等が監視出来るよう設置設定を行う。 

② 保守監理を遠隔で可能とするため、ファイアーウォールを設置・調整する。 

③ 機器監視サーバ及び監視ＰＣを外敵から守る為、セキュリティーソフトを設定

する。 

（５） その他 

本工事とは別工事として、引込工事及び不要となったＨＦＣ設備の撤去工事を

行う予定としている。そのため、引込工事及び撤去工事の工事会社と協議を行

い工事日程の調整をすること。 

３．安全管理 

（１）受注者は工事の施工に際し、建物その他に損害を与えないよう必要に応じ適切な

保護を行うものとし、損害を与えた場合は、伯耆町監督員及び伯耆町の指定する

施工監理者に速やかに報告し、その指示に従い、速やかに復旧すること。 

（２）受注者は工事中、常に清掃に努め、危険、紛失、障害等を防止するため、必要に

応じて表示、囲棚、その他適切な保護設備ならびに夜間照明等の設備を施し、人

身災害の絶無を期すこと。 

（３）受注者は第三者に対する賠償に備えるため、諸保険制度に加入すること。万一、

事故が発生した場合には、その大小を問わず、速やかに伯耆町監督員及び伯耆町

の指定する施工監理者に報告すること。 

（４）受注者は使用する機器、車両等の点検整備を十分に行い、適切な安全装置を施す

こと。また、施工に必要な安全設備は、十分に点検し、適正に使用すること。 

（５）受注者は施工に先立ち、事故発生時の緊急連絡方法を定め、緊急時における連絡

及び措置を迅速かつ適切に実施できるよう作業員に周知徹底させること。 

（６）受注者は安全責任者を選任し、伯耆町監督員及び伯耆町の指定する施工監理者に

必要書類を提出した後、安全管理にあたらせること。 

（７）現場の管理は、労働基準法、労働安全衛生規則、その他関係法規に従い、作業員

を監督し、風紀衛生の適正保持に留意すること。 

（８）作業員は十分な知識、技能を有する熟知者とし、特に資格を必要とする作業につ

いては、有資格者が行うこと。 

（９）火気使用の場合は十分に注意を払い、消火器等の適切な設備を設けるとともに、

作業終了後、十分に点検すること。 

（１０）道路管理者及び所轄警察署の指導等に基づき、工事予告板・道路標識板・カラ

ーコーン等の安全標識を所定の場所に必ず設置すること。 

（１１）作業中に身体及び使用工具・材料等が高圧受電部に対して頭上距離 30cm 以内、
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体側・ 足下距離 60cm 以内に接近することにより感電の恐れがある場合は、保護

具を使用し作業を行うこと。 

（１２）工事施工にあたっては、環境保全、自然保護等に関する諸法規を遵守し、騒音・

振動の防止、汚濁水・油等の工事区域外流出の防止、排気・排ガス等による汚染

防止に努めること。 

（１３）工事期間中は、交通の安全確保が必要な場合は交通誘導員を適正に配置するこ

と。 

（１４）機材の運搬については定量積載の確保を図り、過積載が無いよう周知徹底する

こと。 

（１５）工事着手後、原則として作業員全員の参加により、一月あたり半日以上の時間

を割り当て、現場に即した安全対策・訓練等を実施すること。また、施工計画書

に本工事の内容に応じた安全対策・訓練等の計画を作成し、伯耆町監督員及び伯

耆町の指定する施工監理者に提出すること。さらに、実施状況を報告書にまとめ、

伯耆町監督員及び伯耆町の指定する施工監理者に提出すること。 

４．共通指定事項 

（１）構造及び性能の基本条件 

本施設の機器は堅牢で長時間の使用に耐え得る構造のものであり、特に次の事項を

満足するものであること。 

① 機器は保守点検が容易に行える構造であり、修理交換等にあたり、人体に危険を及

ぼさないよう配慮したものであること。 

② 日常保守に必要な測定端子、メータ端子等を設けてあること。 

③ 納入する機器は、各製造会社における最新設計の機器であること。 

④ 機器は将来の増設、機能向上が容易におこなえる構造であること。 

⑤ 機器には品名、型式、製造番号、製造年月、製造会社等記入された銘板をつけるこ

と。 

⑥ 切替部、回転部、接触部等の可動部分は動作良好なものとして長時間使用に耐えう

るものであること。 

⑦ ビス、ナット等締め付けは充分行い、調整等行う半固定の箇所は十分ロックするこ

と。 

⑧ 取り扱い上、特に注意を要する箇所についてはその旨表示をすること。 

（２）使用部品基準 

① 機器に使用する部品は全て新品で信頼性の高い部品を使用すること。 

② 部品は日本工業規格（JIS）またはこれと同等以上の性能を有するものを使用する

こと。 
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③ 配線材料は日本工業規格（JIS）またはこれと同等以上のものとする。 

④ 各機器間の配線工事はすべて耐久性､耐水性､耐熱性のある良好なものを使用する

こと｡ 

（３）環境条件 

① 屋外に設置する機器は周囲温度－１５℃～＋４０℃、相対湿度は３５℃にて８０％

以下で異常なく動作すること。また、屋内に設置する機器は周囲温度０℃～＋４

０℃相対湿度３０％～８０％で異常なく動作すること。但し、条件が設備仕様に記

載されている場合は設備仕様を満たす機器を導入すること。 

② 本工事で設置する設備は耐震構造を有したものとする。特にラック設置の際アンカ

ーボルトの径について会計検査時に問われることが考えられるので、確実に記録し

ておくこと。 

③ 本工事で使用する設備は地震、暴風、雨及び雪等の異状現象下においても確実に運

用が行えるものであること。 

④ その他設置場所の条件に十分耐え得るものであること。 

（４）塗装 

各機器の塗装は、損傷、腐食等に強く、且つ、美観を損なわないものであること。 

（５）電気的条件 

① 切替部、回転部、接触部等は多数回の使用によって電気的性能が低下しないこと。 

② 電源電圧は機器定格電圧の±１０％変動範囲で正常に動作し、特に必要とする回路

は安定化電源を使用すること。 

③ 電気回路には保護回路を設けること｡ 

第３章 設備仕様 

本工事の概要、設置場所、仕様は以下に示すとおりとする。また、設置する機器につ

いては機器の接続、機能の拡張が容易に行えることとする。 

１．通信設備 

（１）設置場所 

    溝口サブセンターに設置する。 

（２）仕様 

①ＧＥ-ＰＯＮ 

項 目 仕 様 

ラックユニット 3U 程度 
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PON ポート 2 ポート×12 枚以上（1シャーシ） 

伝送速度 1.25Gbps 

光入力レベル -28.5～-6dBm 

光出力レベル +3～+8 dBm 

分岐数 64 分岐 

光許容損失 29dB 

動作温度 0～40℃ 

動作湿度 80％以下 

消費電力 300W 以下 

２．放送設備 

（１）設置場所 

    溝口サブセンターに設置する。 

（２）仕様 

①マルチポート光増幅器 

項 目 仕 様 

ラックユニット 光サブラックに搭載できること 

光波長 1550±10nm 

光出力端子数 8 

光出力レベル +22dBm 

光入力範囲 －3～10dBm 

光ファイバー シングルモード 

３．線路設備  

（１）設置場所 

旧溝口町の一部 

（２）仕様 

①光ファイバーケーブル 

項 目 仕 様 

光ファイバー シングルモード 

芯数 4～24 28～60 64～100 104～200 204～300 

テンションメンバ 0.7mmの単鋼線

（2本） 

鋼線

1/1.6 ㎜

1/2.0 ㎜ 1/2.3 ㎜ 1/2.6 ㎜ 

スロット ﾃｰﾌﾟ心線を6枚

集合し､黒色ﾎﾟ

テンションメンバを中心にポリエチレンを SZ

構付き成形に押し出ししたもの 
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ﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽによ

って一括被覆

押え巻き － 吸水テープ 

シース － 標準厚 1.5 ㎜ 標準厚 1.8 ㎜ 

仕上外径 5.5×3.3 mm 9.5mm 11.5mm 15.5mm 20.5mm 

概算重量（km） 20kg 75kg 110kg 180kg 320kg 

その他 使用芯数は 4芯ごとの芯数を採用する 

②架空設置分岐・接続用クロージャ 

項 目 仕 様

適応環境 
温度 -20～+60℃ 

湿度 0～100％RH 

接続形態 中間分岐接続 

最大接続数 100 接続（4 芯テープ） 

接続芯線トレイ 実装可能数 5 枚 

ケーブル導入条数 

（片側） 

丸ケーブル 1 条（通過ケーブル）、2条（分岐ケーブル） 

ドロップケーブル 16 条 

適応ケーブル外径 
主/分岐ケーブル 8～24mm/8～18mm 

ドロップケーブル 1.8～2.5×3.0～4.5mm 

保護等級 

IP×4（JIS C 0920） 

【防水特性】 

水量：10 リットル/分 

時間：5分 

方向：全方向 

質量 約 3.5kg 

③架空設置カプラ入りクロージャ 

項 目 仕 様

適応環境 
温度 -20～+60℃ 

湿度 0～85％RH 

接続形態 中間分岐接続 

最大接続数 100 接続（4 芯テープ） 

接続芯線トレイ 実装可能数 5 枚 

ケーブル導入条数 

（片側） 

丸ケーブル 1 条（通過ケーブル）、2条（分岐ケーブル） 

ドロップケーブル 16 条 
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適応ケーブル外径 
主/分岐ケーブル 8～24mm/8～18mm 

ドロップケーブル 1.8～2.5×3.0～4.5mm 

保護等級 

IP×4（JIS C 0920） 

【防水特性】 

水量：10 リットル/分 

時間：5分 

方向：全方向 

質量 約 3.5kg 

④光カプラ 

項 目 仕 様

分配数 1×2 1×4 1×8 1×16 

構造 導波路型 

使用波長（nm） 
1260～1360 

1480～1580 
1290～1650 

挿入損失（dB） 3.5 7.4 11.0 14.3 

挿入均一性（dB） 0.7 1.7 1.0 1.5 

反射減衰量 50dB 以上 

ダイレクティビティ 50dB 以上 

使用温度範囲 -20～+70℃ 

⑤メッセンジャーワイヤー 

項 目 仕 様

構造 2.3mm×7 

外径 6.9mm 

引張荷重 ＞32.8kN 

標準重量 230kg/km （参考値） 

素線径 2.3mm（許容差±0.06mm） 
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カプラ入りクロージャ接続イメージ 
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